
 

専門研修「戸籍（初級）」 

【 日 時 】 
第 1 回：令和 2年 6月 10 日（水）・11 日（木）9：00～17：00 

第 2 回：令和 2年 6月 17 日（水）・18 日（木）9：00～17：00 

【 会 場 】 特別区職員研修所 

【受講者数】 計 128 名 

【 講 師 】 

・東京法務局民事行政部戸籍課 職員 

・板橋区区民文化部戸籍住民課 職員（第１回） 

・葛飾区地域振興部戸籍住民課 職員（第２回） 

【研修内容】 

＜目的＞ 

 戸籍事務に必要な基礎知識を習得し、職務遂行能力の向上を図る。 

＜内容＞ 

 ① 戸籍法総論Ⅰ 

  ・戸籍制度と戸籍行政 

 ② 戸籍法総論Ⅱ 

  ・戸籍の編製及び記載（戸籍の見方） 

  ・戸籍に関する帳簿書類 

 ③ 戸籍法総論Ⅲ 

  ・戸籍の公開 

・戸籍の附票 

 ④ 戸籍法総論Ⅳ 

  ・届出通則 

・本人確認 

・不受理申出 

 ⑤ 死亡・失踪 

 ⑥ 入籍・転籍・分籍 

 ⑦ 出生・認知 

 ⑧ 婚姻・離婚 

 ⑨ 縁組・離縁 

 ⑩ 訂正・追完 

 ⑪ 渉外戸籍 

＜講義の様子＞ 



 

【受講生の声】 

・基本的な部分から、実際の届出まで学ぶことができて良かったです。 

・戸籍に関する幅広い知識を得ることができました。 

・根拠となる法律をしっかり調べて勉強していきたいと思いました。 

・実務の中で不明だった点が明瞭になる実感がありました。 

・講師の経験や過去の事例に基づいて説明していただき、貴重な 2日間でした。 

 


